
相談者
申立人

ハラスメント相談員

保健管理センターの構成員（旦野原キャンパス） ２人
保健管理センターの構成員（挾間キャンパス） ２人
各学部の教員 各２人
王子キャンパスの教員 １人
事務系及び技術職員 ４人
医学部附属病院の医療系職員 ２人
ハラスメントについて専門的な知識を有する外部の者 若干人

学長
（加害者が役員、教職員の場合）

通 知
（被申立人への注意・警告）

調停委員会
調停委員
ハラスメント防止委員会委員 ３人

・当事者で話し合いを行います。
※当事者間で合意が成立した場合は、合意文書を作成します。
※打切りや合意が成立しない場合は、「制裁」に移行することがあります。

調査委員会
調査委員
ハラスメント防止委員会委員 ４人
弁護士 １人
ハラスメントについて専門的な知識を有する外部の者 １人

・ハラスメントの事実関係の調査を行います。
※調査委員会の調査結果に不服があるときは、２週間以内 「不服申立て」ができます。

ハ ラ ス メ ン ト 防 止 委員 会
学長が指名する理事 １人
各学部の教員 各２人
心理学又は精神神経医学の担当教員 ２人
法律学の担当教員 １人
臨床心理士その他の学外の有識者 １人
事務局長
学生支援部長

調整手続
調整委員 ３人又は４人
ハラスメント防止委員会委員 少なくとも１人
ハラスメント防止委員会委員以外の教職員
必要があるときは、ハラスメントについて専門的な知識を有する外部の者 １人

・苦情申立ての事実関係の確認を行う。
・「通知」・「調停」・「制裁」手続のうち最も適切な解決方法を申立人と話し合います。
・当事者の合意があり、妥当と判断された場合は、「和解」で手続を終了させることができます。

ハラスメントに関する相談
苦情申立ての手続に関する相談

支 援

審 議
・「受理」・「不受理」を判断します。
※苦情申立てが「不受理」となった場合は、２週間以内に「不服申立て」ができます。

・「和解」での手続終了の妥当性を判断します。
・問題解決のために適切な手続を選択します。

設 置

苦情申立て
（苦情申立書）

苦情申しては自らの判断で
いつでも取下げができます。

調 停
（当事者で話し合い）

設 置

学部長又は研究科長
（加害者が学生の場合）

結論を報告

連
携

法人等の全ての構成員の相談及び苦情申立ての流れ
構成員とは、役員、教職員、派遣職員、学生、生徒、児童、幼児のことを言い、現在、法人等の構成員でない人も在職中又は在学中に受けた被害について苦情申立てできます。

結論を報告

緊急措置

相談が行われた時点以降、ハラスメントの疑いのあ
る行為が継続しており、かつ、事態が重大で緊急性
があり、直ちに加害行為をやめなければ被害が拡
大する恐れが大きいと認める場合は、被害を受けた
とされる者の了解の上で、下記の措置をとります。

・加害行為の差止め
・被害を受けたとされる者への加害者の接近禁止や
教室などへの立ち入り禁止
・修学及び就労環境を確保するため、指導教員、研
究室及び就業場所の変更等の措置をとる旨の当該
部局長への勧告
・その他当該の加害行為から生じる被害を早急に防
止するために必要な措置

制 裁
（被申立人への処分等）

受 理
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